
        附 属 機 関 等 の 設 置 及 び 運 営 に 関 す る 要 綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、県政に対する県民の意見の反映及び専門的な知識の導入並びに県政

運営の公正の確保と透明性の向上を図るため、附属機関及び懇話会・協議会等（以下「附

属機関等」という。）の適正な設置と円滑な運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

 （定義） 

第２条 この要綱において、附属機関とは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１３８条の４第３項の規定に基づき設置するものをいい、懇話会・協議会等とは、法

律又は条例の規定に基づかず要綱、要領又は個別の決裁等によって、県民や学識経験者

等の意見を県政に反映させることを主な目的として設置するものをいう。 

 

 （附属機関の設置） 

第３条 附属機関の設置に当たっては、次の事項に留意するものとする。 

⑴ 県政の運営上、県民、関係団体、専門的知識を有する者等からの意見の聴取を特に

必要とすること。 

⑵ 弾力的かつ機動的な運営を図るため、所掌事務はできる限り広範囲なものとし、必

要に応じて部会等を設置すること。 

⑶ 委員の数は、実効ある審議と円滑な運営を図るため、２０人以内とすること。ただ

し、委員の数が法令等に定めがあるなど特別な事情がある場合はこの限りでない。 

 ⑷ 類似の附属機関がある場合は、必要に応じて整理統合を図ること。 

 ⑸ 審議事項が臨時的なものである場合は、設置期間を設定すること。 

２ 所管課長は、附属機関を設置しようとするときは、別記様式１により、幹事課を経由

して行政改革ＩＣＴ推進課長に事前に協議するものとする。また、附属機関を廃止した

とき又は法令等の改正により設置の規定に変更が生じたときは、別記様式２により、幹

事課を経由して行政改革ＩＣＴ推進課長にその旨を報告するものとする。 

 

 （附属機関の委員の選任） 

第４条 附属機関の委員については、附属機関が公正に運営され、その機能が十分発揮さ

れるよう、幅広い分野から起用することとし、次の事項に留意して選任するものとする。 

 ⑴ 女性委員の割合は、４０％以上となるように努めることとし、積極的な登用を図

ること。 

 ⑵ 団体から委員を選任する場合は、会長等その機関を代表する者にこだわらず、幅

広く選任すること。 

 ⑶ 広く県民の意見を反映させるため、委員の在任期間は８年以内（任期３年のもの

は３期以内）とすること。 

 ⑷ 実質的に審議に参加することを期するため、同一人を５以上の附属機関等（設置

期間が１年以内のものを除く。）の委員に重複して選任しないこと。 

 ⑸ 利益相反を防止する観点などから、県と訴訟係属中の者を委員に選任しないこと。 

 ⑹ 幅広い年齢層から委員を選任するものとし、原則として７５歳以上の委員の選任

は行わないこと。 

 ⑺ 継続して委員を選任する場合は、十分にその職責を果たし得るよう、過去の出席

状況等に留意すること。 

 

  （附属機関等の委員の公募による選任） 



第５条 附属機関等の委員の選任については、より一層県民の意見を反映するため、各附

属機関等の設置目的等を勘案のうえ、原則として、委員の一部を公募により選任するも

のとする。なお、公募を行わない場合は、その理由を明らかにするものとする。 

２ 委員の公募に関する取り扱いについては、別に定める「附属機関等の委員の公募要領」

によるものとする。 

 

 （附属機関の委員の選任に係る事前協議等） 

第６条 所管課長は、附属機関の委員を選任しようとするときは、別記様式３により、幹

事課を経由して行政改革ＩＣＴ推進課長に事前に協議しなければならない。ただし、次

の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。 

 ⑴ 法令又は条例若しくは規則の規定により、特定の職にある者をもって委員に充てる

場合 

⑵ 県議会議員を委員に選任する場合 

⑶ 任期途中で行政機関の長又は職員が退職又は異動し、同職の者を後任とする場合 

⑷ 改選後の第４条第３号（長期在任要件）、第４号（兼任数要件）及び第６号（年

齢要件）に定める事項が、改選前と比較していずれも悪化しておらず、かつ次に

掲げる場合 

 ア 改選後の女性委員の割合が改選前と比較して向上する 

 イ 改選後の女性委員の割合が４０％以上であって改選前と同じ割合となる 

２ 前項の事前協議の実施時期については、次のとおりとする。 

⑴ 任期満了に伴う委員の選任を行うときは、原則として、任期満了の４ケ月前まで

に行うこと。 

⑵ 任期途中の異動又は退職に伴う委員の選任を行うときは、速やかに行うこと。 

３ 所管課長は、第１項第４号の規定により事前協議を実施しない場合、別記様式４に

より、幹事課を経由して行政改革ＩＣＴ推進課長に附属機関の委員を選任した旨を速

やかに報告するものとする。 

４ 行政改革ＩＣＴ推進課及び人権男女共同参画課は、改選後の女性委員の割合が４０

％未満となる附属機関の所管課及び当該所管課の属する部局の幹事課に対し、ヒアリ

ングを実施するものとする。なお、第１項第４号の規定により事前協議を実施しない

場合についても、同様とする。 

 

  （附属機関等の運営） 

第７条 附属機関等の運営に当たっては、効率的かつ円滑に行い、十分な審議が尽くされ

るよう、次の事項に留意するものとする。 

 ⑴ 会議資料については、委員が事前に検討できるよう会議の開催前に配付することと

し、会議での実質的審議の促進を図ること。 

 ⑵ 会議については、次の事項を記載した議事録を作成すること。 

  ア 開会の日時及び場所 

  イ 出席者 

  ウ 議題及び議事 

 

  （附属機関等の会議の公開） 

第８条 附属機関等の会議は、公開することを原則とし、運営の透明性及び公正な県政運

 営に資するものとする。ただし、「栃木県情報公開条例」（平成１１年栃木県条例第３

 ２号）第７条各号に定める情報に該当するものと認められる事項を審議する場合及び会

 議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生じると認められる場



 合はこの限りでない。 

２ 附属機関等の会議の非公開の決定は、当該附属機関等の長がその会議に諮って行うも 

のとする。また、会議を非公開とすることを決定した場合は、その理由を明らかにする 

ものとする。 

 

  （附属機関等の会議の公開の方法等） 

第９条 所管課長は、公開の会議を開催するに当たっては、原則として当該会議開催日の 

１週間前までに記者クラブに資料提供を行うものとする。なお、非公開の会議について 

は、必要に応じ、公開の会議に準じて資料提供を行うよう努めるものとする。 

２ 所管課長は、公開の会議に関する次の各号に掲げる事項を記載した会議開催案内を作 

成し、県ホームページに掲載して、県民に周知するものとする。ただし、会議を緊急に 

開催する必要が生じたときは、この限りでない。 

ア 附属機関等の名称 

イ 開催日時 

ウ 開催場所 

エ 議題 

オ 傍聴者の定員（オンラインにより会議を開催する場合を除く。） 

カ 傍聴手続 

キ 問合せ先 

３ 公開の会議の傍聴については、次のとおり行うものとする。 

 ⑴ 附属機関等の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に、当該附属機関等の長が当 

該会議の傍聴を認めることにより行う。 

 ⑵ 傍聴を認める定員をあらかじめ定めるとともに、会場に一定の傍聴席及び記者席を 

設けるものとする。なお、会議をオンラインにより実施する場合は、この限りでない。 

 ⑶ 会議が公正かつ円滑に行われるよう、傍聴に係る遵守事項等を定め、会議開催中に 

おける会場の秩序の維持に努めるものとする。 

 ⑷ 会議をオンラインにより実施する場合、オンライン会議システムの機能を使用して 

の録画及び録音ができる者は、附属機関等の所管課の職員のみとする。 

４ 所管課長は、公開した会議の結果について、報道機関に資料提供を行うとともに、会 

議結果資料を作成し、県ホームページにおいて閲覧に供するものとする。なお、非公開 

の会議の結果についても、必要に応じ、公開の会議に準じて公表に努めるものとする。 

 

  （附属機関等の設置の見直し） 

第10条 既に設置されている附属機関等で次の事項のいずれかに該当するものについて 

は、廃止又は統合するものとする。 

 ⑴ 目的が達成されたもの 

 ⑵ 社会経済情勢の変化等により著しく必要性が低下したもの 

 ⑶ 活動が著しく不活発なもの 

 ⑷ 他の行政手段等で対応が可能なもの 

 ⑸ 設置目的及び所掌事務が他の附属機関等と重複又は類似しているもの 

 

  （附属機関等委員名簿） 

第11条 所管課長は、毎年４月１日現在の附属機関等委員名簿を速やかに行政改革ＩＣＴ

推進課長に提出するものとする。 

２ 行政改革ＩＣＴ推進課長は、提出された附属機関等委員名簿を適正に管理するものと

する。 



 

  （懇話会・協議会等の設置等） 

第12条 懇話会・協議会等の設置に当たっては、第３条第１項の規定を準用するものと 

し、設置のための要綱、要領等には、設置目的、協議事項、委員の数、選任分野及び任 

期を明記するものとする。 

２ 懇話会・協議会等の委員の選任については、第４条の規定を準用するものとする。 

３ 所管課長は、懇話会・協議会等を設置するときは、別記様式５により、幹事課を経由

して行政改革ＩＣＴ推進課長に事前に協議するものとする。また、廃止したときは、別

記様式６により、幹事課を経由して行政改革ＩＣＴ推進課長にその旨を報告するものと

する。 

 

（附属機関等一覧の作成及び公開） 

第13条 所管課長は、毎年４月１日現在の附属機関等一覧を作成し、速やかに行政改革Ｉ

ＣＴ推進課長に提出するものとする。 

２ 行政改革ＩＣＴ推進課長は、提出された附属機関等一覧を取りまとめ、県ホームペー

ジに掲載し、県民の閲覧に供するものとする。 

３ 所管課長は、附属機関等一覧に変更が生じた場合は、速やかに変更内容及び変更期日

を幹事課を経由して行政改革ＩＣＴ推進課長宛て報告するものとし、行政改革ＩＣＴ推

進課長は、その報告に基づき、県ホームページに掲載された附属機関等一覧を更新する

ものとする。 

 

   附 則                

１ この要綱は、平成１０年７月２８日から施行する。 

２ この要綱の施行に伴い、「附属機関の委員の構成等の改善について」（昭和５７年

 ３月１７日人第２６８号副知事通知）は、廃止する。 

    附 則 

１ この要綱は、平成１１年８月２０日から施行する。 

    附 則 

１ この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

      附 則 

１ この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

      附 則 

１ この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２０年４月１日から適用する。 

附 則 

１ この要綱は、平成２４年１０月１５日から適用する。 

附 則 

１ この要綱は、平成２６年１月２４日から適用する。 

附 則 

１ この要綱は、平成２８年４月１日から適用する。 

附 則 

１ この要綱は、平成２９年８月１日から適用する。 

附 則 



１ この要綱は、令和２年４月１日から適用する。 

   附 則 

１ この要綱は、令和６年４月１日から適用する。 

２ この要綱の改正に伴い、「附属機関等の会議の公開に関する指針」及び「「附属機関 

等の会議の公開に関する指針」の運用について」は、廃止する。 


